
越監告示第４号 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき、教育委員会、建設部及び市民福祉部

の随時監査を執行したので、同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表

します。 

 

  令和８年１月１３日 

 

越前市監査委員  田 中 英 夫 

 

 

同      田  中  希 世 子 

 

 

                                    同        吉 田 啓 三 

 

 

記  

 

１  実施基準    越前市監査基準に基づき実施 

 

２  監査の種類   随時監査（工事監査） 

 

３  執行期間 

 

４ 監査の対象 

部局 所管課 執行期間 

教育委員会 
生涯学習・文化財課 ５月１４日(水)～  ５月１６日(金) 

教育振興課 ６月１６日(月)～  ６月１８日(水) 

建設部 

都市計画課 ９月２４日(水)～  ９月２６日(金) 

建築住宅課 １０月 ８日(水)～  １０月１０日(金) 

上下水道課 １０月１４日(火)～  １０月１７日(金) 

都市整備課 １０月２０日(月)～  １０月２２日(水) 

市民福祉部 
窓口サービス課 １０月２３日(木)～  １０月２７日(月) 

こども未来課 １１月１２日(水)～  １１月１４日(金) 

所管課 対象工事 地係 

生 涯 学 習 ・ 文 化

財課 

武生南公民館耐震補強等に伴う電気設備工事、

武 生 南 児 童 セ ン タ ー 機 能 向 上 改 修 に 伴 う 電 気

設備工事（合併入札） 

武生柳町 



 

５ 監査の着眼点 

今回の監査は、前記の工事について、工事設計、工事監理及び工事事務が関

係法令等に基づき適正かつ効率的に執行されているかどうか、特に重点項目と

して工事の設計・積算にあたっての統一事項の確認及び設計変更に伴う諸手続

が適正に行われているかどうかについて実施した。 

 

６  監査の実施内容 

関係書類の検査を行うとともに関係職員から説明を聴取した。 

 

 

 

生 涯 学 習 ・ 文 化

財課 

武生南公民館耐震補強等に伴う機械設備工事、

武 生 南 児 童 セ ン タ ー 機 能 向 上 改 修 に 伴 う 機 械

設備工事（合併入札） 
武生柳町 

武生南公民館耐震補強等工事 

武生南児童センター機能向上改修工事（合併入

札） 

教育振興課 

武生第二中学校ランチルーム・理科室 空調機

(エアコン)改修工事 
妙法寺町 

万葉中学校ランチルーム・理科室 空調機(エア

コン)改修工事 
西尾町 

都市計画課 
武生中央公園第一キュービクル更新工事 高瀬二丁目 

武生東運動公園公衆トイレ再整備工事 宮谷町 

建築住宅課 村国団地外壁改修等工事 村国一丁目 

上下水道課 

東単 10 東部４号汚水支線工事 向新保町 

F-3 老朽化に伴う水道管布設替工事 高瀬一丁目 

白崎地区農業集落排水処理施設改修工事 四郎丸町 

都市整備課 

消雪施設（さく井）工事 芝原五丁目 

高座橋改修工事 北町 

消雪施設（取水施設）工事 国兼町 

窓口サービス課 春日野町修景用地広場整備工事 春日野町 

こども未来課 

武生南公民館耐震補強等工事、武生南児童セン

ター機能向上改修工事（合併入札） 

武生柳町 

武生南公民館耐震補強等に伴う電気設備工事、

武 生 南 児 童 セ ン タ ー 機 能 向 上 改 修 に 伴 う 電 気

設備工事（合併入札） 

武生南公民館耐震補強等に伴う機械設備工事、

武 生 南 児 童 セ ン タ ー 機 能 向 上 改 修 に 伴 う 機 械

設備工事（合併入札） 



７ 監査の結果 

①工事設計 

工事設計は、基本となる計画に準拠し、事業目的に合った内容で経済的で

あるか、設計基準は整備され適正に運用されているか、設計図書は的確に作

成されているか、数量、単価、歩掛等の積算は正確かなどについて、仕様

書、図面、設計内訳書等を検査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。 

 

②工事監理 

工事監理は、関係法令、仕様書、契約約款等に基づき適正に行われているか、

工事が設計図書どおり施工されているか、設計変更の内容及び時期は妥当か、

関連工事との調整は適正に行われているかなどについて、工事監理書類等を

検査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。 

 

③工事事務 

工事事務は、越前市契約規則、同工事約款に基づき適正に行われているかど

うかについて、工事施行伺、契約関係書類等を検査した結果、特に指摘すべき

事項はなかった。 


